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 ７ 補装具・日常生活用具 ほそうぐ・にちじょうせいかつようぐ                 

（1）補
ほ

装具
そ う ぐ

            問 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 障
しょう

がい福祉係
ふくしがかり

 ☎内線
ないせん

312 

年
ねん

齢
れい

 留 意
り ゅ う い

事 項
じ こ う

 

18歳
さい

 

未満
み ま ん

 

事前
じ ぜ ん

の申請
しんせい

により必要
ひつよう

と認められる
み と       

と、身体上
しんたいじょう

の障
しょう

がいを補う
おぎな  

べき用具
よ う ぐ

の

購入費
こうにゅうひ

または修理費
し ゅ う り ひ

の支給
しきゅう

が受けられます
う     

。また、購入費
こうにゅうひ

の支給
しきゅう

には、指定
し て い

育成
いくせい

医療
いりょう

機関
き か ん

の医師
い し

の診断書
しんだんしょ

が必要
ひつよう

なものがあります。支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

及
およ

び

自己
じ こ

負担
ふ た ん

（支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

の原則
げんそく

1割
わり

）があります。再購入
さいこうにゅう

の場合
ば あ い

は、各用
かくよう

具
ぐ

に

耐用
たいよう

年数
ねんすう

が定められて
さ だ       

います。その年数内
ねんすうない

では、特別
とくべつ

の場合
ば あ い

を除き
のぞ   

、購入費
こうにゅうひ

の支給
しきゅう

が出来ません
で き      

ので、ご注意
ちゅうい

ください。 

18歳
さい

 

以上
いじょう

 

事前
じ ぜ ん

の申請
しんせい

により必要
ひつよう

と認められる
み と       

と、身体上
しんたいじょう

の障
しょう

がいを補う
おぎな  

べき用具
よ う ぐ

の

購入費
こうにゅうひ

または修理費
し ゅ う り ひ

の支給
しきゅう

が受けられます
う     

。また、購入費
こうにゅうひ

の支給
しきゅう

には、医師
い し

の診断書
しんだんしょ

が必要
ひつよう

なものがあります。県
けん

総合
そうごう

療育
りょういく

相談
そうだん

センターによる判定
はんてい

の

後
のち

、必要
ひつよう

と認められた
み と       

場合
ば あ い

に購入費
こうにゅうひ

の支給
しきゅう

決定
けってい

をします。支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

及
およ

び

自己
じ こ

負担
ふ た ん

（支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

の原則
げんそく

1割
わり

）があります。再購入
さいこうにゅう

の場合
ば あ い

は、各用
かくよう

具
ぐ

に

耐用
たいよう

年数
ねんすう

が定められて
さ だ       

います。その年数内
ねんすうない

では、特別
とくべつ

の場合
ば あ い

を除き
のぞ   

、購入費
こうにゅうひ

の支給
しきゅう

が出来ません
で き      

ので、ご注意
 ち ゅ う い

ください。 

◆申請
しんせい

 

申請書
しんせいしょ

及び
およ   

判定
はんてい

するための医師
い し

の意見書
い け ん し ょ

（次項
じ こ う

の表中
ひょうちゅう

の☆
ほし

印
じるし

のみ）及
およ

び見積書
みつもりしょ

が

必要
ひつよう

です。平成
へいせい

２５年
  ね ん

４月
  がつ

から、難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

の方
かた

も対象
たいしょう

になりました。 

なお、介護
か い ご

保険
ほ け ん

のサービスが該当
がいとう

する方
かた

（40歳
さい

以上
いじょう

特定
とくてい

疾病
しっぺい

に該当
がいとう

する方
かた

を含む
ふ く  

）

で介護
か い ご

保険
ほ け ん

貸不
た い よ

品目
ひんもく

につきましては、介護
か い ご

保険
ほ け ん

が優先
ゆうせん

されます。 

 

◆巡回
じゅんかい

相談
そうだん

 

小田原市
お だ わ ら し

保健
ほ け ん

センターで補
ほ

装具
そ う ぐ

の購入
こうにゅう

・修理
しゅうり

の相談
そうだん

を実施
じ っ し

しています。 

毎月
まいつき

第2
だ い  

月曜日
げ つ よ う び

（当日
とうじつ

が休日
きゅうじつ

の場合
ば あ い

は次
つぎ

の月曜日
げ つ よ う び

）で事前
じ ぜ ん

予約
よ や く

が必要
ひつよう

です。 

 

【★判定
はんてい

要
よう

、●申
しん

請書
せいしょ

等
とう

により判定
はんてい

可能
か の う

ならば判定
はんてい

丌要
ふ よ う

、○判
  はん

定丌要
て い ふ よ う

】 

（判定
はんてい

とは、更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

による医学的
い が く て き

判定
はんてい

をいいます。） 

※対象者
たいしょうしゃ

と同程度
ど う て い ど

の障
しょう

がいをお持ち
も

の難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

の方
かた

も対象
たいしょう

となります 

種
しゅ

 目
もく

 
新

規 

再 

交 

修

理 対
たい

 象
しょう

 者
しゃ

 補
ほ

 足
そく

 事
じ

 項
こう

 

車 椅 子 ★ ★ ○ 

身体障害者手帳

1・2 級かつ歩

行障がいのある

方（下肢障がい） 

□普通型は自己操作可能な方が対象です。ま

た、家屋内外の物理的条件が必要です。 

□介護用は、使用頻度、目的によります。 

□入院（療護施設入所）中の方は備品で対応

できない場合は個人所有物として交付でき

ます。 

□更生相談所での来所判定はありません。意



 ２６ 

身体障害者手帳

3 級及び内部障

がいの方 

見書判定のみです（16 年 10 月改正）。 

□手押し型以外のレディメイド（既製品）は、

町判定による、医師の意見書の提出が必要

です。なお、手押し型のレディメイドは、

原則、医師の意見書の提出は丌要です。 

介護保険対象者 

□要介護・要支援と認定された方で、オーダ

ーメイド理由（既製品対応丌可理由）が必

要です。 

電動車椅子 ★ ★ ○ 
両側上下肢機能

障がいが著しい 

□ 補装具による歩行丌能であり手動車椅子

では実用的な移動手段とすることが出来

ない方。 

□ 更生相談所での来所判定による。 

補 聴 器 

（重度難聴用） 
★ ★ ○ 

聴覚障害 

2・3 級 
 

聴覚障害 4 級 
□職業上の理由が必要です。 

 

補 聴 器 

（高度難聴用 

耳掛け型） 

★ ★ ○ 聴覚障がい 
□ポケット型の補聴器の使用が困難で（職業

上又は教育上）真に必要な方 

補 聴 器 

（高度難聴用 

ポケット型） 

★ ★ ○ 聴覚障がい  

補 聴 器 

（高度難聴用 

 耳あな型） 

★ ★ ○ 
聴覚障害 

4・6 級 

□ポケット型及び耳掛け型の補聴器の使用

が困難で、真に必要な方。 

 特に、オーダーメイドの場合は、障害の状

況、耳の形状等レディメイドで対応丌可能

な者。 

□更生相談所での来所判定による。 

補 聴 器 

（ＦＭ型） 
★ ★ ○ 

聴覚障がいで

18 歳未満 

いずれかにあてはまる方が対象です。 

□教育上必要と認められる場合。 

□成人にあたっては職業上必要な場合。 

□既に使用の耳掛型補聴器で効果が得てい

る場合。 

□更生相談所での判定による。 

補 聴 器 

（骨導式） 
★ ★ ○ 

聴覚障害 

4・6 級 

□伝音性難聴者であって、耳漏が著しい者又

は外耳閉鎖症等を有する者で、かつ、耳栓又

はイヤーモールドの使用が困難な者。 

座位保持 

装置 
★ ★ ○ 

長時間座位姿勢

が丌可又は自力

で座位姿勢を保

持丌可な方 

□処方箋（指定様式あり）が必要です。 

□来所又は書類にて判定が必要です。 

遮光眼鏡 ● ○ ○ 
視覚障がいで 

羞明のある方 

□処方箋が必要です。 

□羞明の軽減に遮光眼鏡より優先される治

療法がないこと。 



 ２７ 

矯正眼鏡 ● ○ ○ 
視野かつ視力障

がい 

□視野障がいのみで視力障がいを伴わない

方は対象外です。 

弱視眼鏡 

（高倍率） 
● ○ ○ 

視野・視力障が

い 

□ 町判定による、医師の意見書の提出が必

要です。 

職業上又は教育上、真に必要な方。 

歩 行 器 ● ○ ○ 
上肢・下肢障が

い 

□ 使用環境、操作能力等も含めて確認の上、

実用的な機種を処方します。 

義   肢 

（殻構造） 
★ ★ ○ 肢体丌自由  

義
ぎ

   肢
し

 
（骨格構造） 

★ ★ ★ 肢体丌自由 

□ソケット交換あり。国立リハビリテーショ

ンセンター義肢装具等適合判定医師研修会

受講終了者の医師意見書が必要です。 

装   具 ★ ★ ○ 肢体丌自由 □上肢、下肢、体幹及び靴型装具があります。 

盲人安全杖 ○ ○ ○ 視覚障がい  

歩行補助杖 ○ ○ ○ 肢体丌自由 
□「Ｔ字状・棒状のつえ」のみ、日常生活用

具になりました。 

義   眼 ● ○ ○ 視覚障がい  

重度障害者

用意思伝達

装置 

★ ★ ○ 

重度の両上下肢 

及び音声・言語

機能障がい 

□重度障害者用意思伝達装置によらなけれ

ば、意思の伝達が困難な方。 

□医師意見書の他に調査票が必要です。 

座位保持椅

子 
○ ○ ○ 児童のみ  

起立保持具 ○ ○ ○ 児童のみ  

頭部保持具 ○ ○ ○ 児童のみ  

排便補助具 ○ ○ ○ 児童のみ  

 

必 要
ひ つ よ う

書 類
し ょ る い

等
とう

 

印鑑
いんかん

 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

 

補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

（購入
こうにゅう

・修理
しゅうり

）支給
しきゅう

申請書
しんせいしょ

 見積書
みつもりしょ

 

相談
そうだん

記録票
きろくひょう

及び
お よ  

医学的
い が く て き

判定書
はんていしょ

（18歳
さい

未満
み ま ん

のみ） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふ く し ほ う

第19条
だ い   じ ょ う

の 2 に基づく
も と    

指定
し て い

医療
いりょう

機関
き か ん

の医師
い し

の意見書
い け ん し ょ

（18
 

歳
さい

以上
いじょう

） 

特定
とくてい

医療費
い り ょ う ひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

（難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

のみ） 

 ※身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象とした、補聴器の

購入・修理費用の助成制度もあります。事前に担当者にご相談ください。 

 

（２）日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

        問 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 障
しょう

がい福祉係
ふくしがかり

 ☎内線
ないせん

312 

在宅
ざいたく

の重度
じゅうど

の身体障
しんたいしょう

がいのある方
かた

及び
お よ  

重度
じゅうど

の知的障
ちてきしょう

がいが 

ある方
かた

に対し
た い  

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の便宜
べ ん ぎ

を図る
は か  

ために用具
よ う ぐ

が給付
きゅうふ

され 

ます。 

また、支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

及び
お よ  

自己
じ こ

負担
ふ た ん

（支給
しきゅう

限度
げ ん ど

額
がく

の原則
げんそく

1割
わり

）があります。 



 ２８ 

なお、各用具
かくようぐ

については、基準
きじゅん

額
がく

及び
お よ  

耐用
たいよう

年数
ねんすう

が定められて
さ だ       

いますので、申請前
しんせいまえ

に

担当者
たんとうしゃ

にご確認
 か く に ん

ください。 

障
しょう

がい種別
しゅべつ

 日 常
に ち じ ょ う

生 活
せ い か つ

用 具
よ う ぐ

 

下肢・体幹障

がい 

便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換

器、入浴補助用具、移動用リフト、歩行支援用具、居宅生活動

作補助用具、収尿器、頭部保護帽、Ｔ字状・棒状のつえ、訓練

いす（児童）、訓練用ベッド 

上肢障がい 特殊便器、情報・通信支援用具 

意思伝達が必

要な方 
携帯用会話補助装置 

視覚障がい 

視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプ

ライター、電磁調理器、音声体温計、点字図書、音声体重計、

拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプ

レイ、点字器、情報・通信支援用具、視覚障害者用活字文書読

み上げ装置、室内信号装置 

聴覚障がい 
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害

者用情報受信装置 

じん臓機能障

がい 
透析液加温器 

呼吸器機能障

がい 

酸素ボンベ運搬車、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、

動脈血中酸素飽和度測定器（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ） 

平衡機能障が

い 
頭部保護帽、Ｔ字状・棒状のつえ、歩行支援用具 

音声・言語機

能障がい 
人工喉頭 

共通品目 火災警報器、自動消火器 

貸不品目 障害者用福祉電話、ファックス 

共同利用品目 視覚障害者用ワードプロセッサー 

 

 

 

 

 

 

 

ぼうこう又は

直腸の機能障

がい 

 

 

 

ストマ用装具 ※災害用ストマ用装具保管は、P51 へ 

 

紙おむつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３歳以上の方で、ストマ用装具の使用が困難な方、先天

性疾患（先天性鎖肛を除く）を原因とする神経障がい及

び先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排尿・排

便機能障がいの方、脳性麻痺等脳原性運動機能障がい（※

1）などにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な方
（※2）。 
※1 乳幼児期以前に発現した（※３）非進行性脳病変（※４）

によってもたらされた姿勢及び運動の異常を指し、具体的

には脳性麻痺、脳炎、無酸素症等による全身性障がい等が

あげられる。 

※２ 「排尿若しくは排便の意志表示が困難な者」とは、具体

的障がい状況は次の全てを満たす方です。 

ア）自力でトイレにいけない（介助してもトイレまでいけ



 ２９ 

 

 

 

 

 

ぼうこう又は

直腸の機能障

がい 

 

 

 

 

 

 

 

紙おむつ 

 

 

 

 

 

 

ない）、トイレに座らせられない（座位保持が困難で、

自力でも介助でもトイレでの排泄が困難） 

イ）排尿、排便の感覚を失っている、又はこれらの感覚は

あるが、その意思表示が行えない。 

ウ）介助による定時排泄が困難である。 

工）歩行できないこと。 

オ）ア～エが知的障がいや精神障がいのみに起因するもの

ではないこと。 

※３ 「乳幼児期以前に発現した」とは、先天性又はこれと同

等とみなし得る時期（３歳未満）に発現した場合を指す。 

※４ 「非進行性」とは、脳病変のみにかかり、その脳病変に

基づく運動機能障がいが進行しているケース全てを排除す

るものではない。 

 

必 要
ひ つ よ う

書 類
し ょ る い

等
など

 

印鑑
いんかん

 

日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

用
よう

具
ぐ

給
きゅう

付
ふ

申
しん

請
せい

書
しょ

 

診断書
しんだんしょ

（難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

で、手帳
てちょう

等
とう

により障
しょう

がいの状態
じょうたい

を確認
かくにん

できない場合
ば あ い

に限る
か ぎ  

） 

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

又
また

は特定
とくてい

医療費
い り ょ う ひ

（指定
し て い

難病
なんびょう

）医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

 

見積書
みつもりしょ

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


